
建築物の省エネ改修サポート制度の概要 

長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室  

１ 目的 

既存建築物のエネルギー性能等に関する簡易的な診断を民間事業者と連携して行い、建物の所有者等が

省エネ改修の検討を開始するために必要な情報を提供する。 

これにより、国や県、市町村等が行うモデル事例の創出や助成金等の他の施策を含め、所有者等の意識

の段階に応じて必要な施策を有機的に連携させ、既存建築物の省エネ改修を包括的に促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の概要 

省エネ改修に積極的な事業者として県が認定した工務店等（省エネ改修サポート事業者）に所属し、県

に登録された省エネ改修アドバイザーが、インスペクションやその他希望があった際に、専用のツールを

用いて建築物のエネルギー性能に係る簡易診断を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 
➢ 省エネ改修サポート事業者の認定と、省エネ改修アドバイザーの登録を実施 

➢ 簡易診断ツールの提供、研修・一般向けセミナーの開催等により支援する 

省エネ改修 

サポート事業者 

➢ 省エネ改修アドバイザーを指導・監督し、県から提供されたツールを管理する 

➢ 診断希望者の募集・受付、建物のエネルギー性能の重要性の啓発を行う 

省エネ改修 

アドバイザー 

➢ 建物の状況調査（インスペクション）や所有者からの希望を受けて住宅や店舗

等を訪問する際、併せて建物の省エネ性能の簡易診断を無料で行う 

建物所有者の意識の段階に応じた 

省エネ改修の包括的な促進イメージ 

長野県
省エネ改修
サポート事業者

省エネ改修アドバイザー

住宅等認定

登録

建築物の省エネ性能
簡易診断



３ 簡易診断のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 事業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ スケジュール（予定） 

 

 

定例会議診

インスペクション物件
（中古住宅売買時等）

希望者
（省エネに興味のある所有者）

○簡易診断マニュアル作成

○アドバイザー向け講習会

〇一般向けセミナー開催
(希望者に簡易診断を斡旋)

認定・ツール提供

○アドバイザーの派遣

○普及啓発・受診希望者募集

○ツール管理

省エネ改修サポート事業者

（建築士事務所や工務店等）

長野県

○制度運営･広報

○省エネ改修サポート事業者の認定

○省エネ改修アドバイザーの登録

既存建築物

参加

一般向け
省エネ改修
セミナー

省エネ
簡易診断

支援

省エネ改修アドバイザー
（一定の要件を満たす技術者）

委託

受託者

希望者に

診断を斡旋

登録

既存住宅状況調査

（インスペクション）

開催

対象 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

県
　
民

民
間
事
業
者

（
工
務
店
等

）

省エネ改修サポート事業者・省エネ改修アドバイザー募集 認定・登録

制度周知・広報

省エネ改修アドバイザー登録希望者向け講習会 （複数回予定）

省エネ改修アドバイザー向けスキルアップ研修

一般県民向けセミナー等 （複数回予定）

簡易診断の受診希望者に対する斡旋


